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精神保健福祉法の改正に関する意見書 

 

精神保健福祉法の改正にあたり、精神障害のある人々の社会的復権と福祉のための専門

的・社会的活動を行う立場から、下記の通り、意見を申しあげます。 

 

記 

 

１．措置入院者が退院後に医療等の継続的な支援を確実に受けられる仕組みの整備について 

 １）精神障害のある人々の支援は、今後、地域包括ケアシステムの中で一体的に行われ

ていくことが求められます。今後、地域共生社会の実現を図るのであれば、措置入院

者の退院後の支援に限定した特別な制度を作るのではなく、複合的な支援ニーズを有

する精神障害のある人々に対する地域精神保健医療福祉体制の構築を図る必要がある

と考えます。 

 ２）措置入院先病院の管理者が選任する退院後生活環境相談員については、精神保健福

祉士が担うことを原則として、病院内多職種支援チームのコーディネートと保健所や

地域援助事業者との連携を図るべきです。また、退院後生活環境相談員（精神保健福

祉士）を含めた多職種支援チームの資質向上を目的として所定の研修受講を必須とす

るべきです。 

 ３）保健所については、地域保健法制定から 20 年が経過する中で都道府県等における組

織再編が進んでいます（2016 年４月１日現在 485 か所）。また、2000 年度末には 1,812

人いた保健所の精神保健福祉相談員（常勤）は、2014 年度末には 1,072 人と減少して

います（減少率約 40％）。2014 年度においては、490 か所の保健所のうち 231 か所が

精神保健福祉相談員を置いておらず、264 か所が精神保健福祉士を置いていない状況

にあります（いずれも置かない保健所は 159 か所）（平成 26 年度地域保健・健康増進

事業報告）。 

このような中で精神保健福祉に関する専門性が求められる新たな業務に対応する

ことは困難であり、全保健所への精神保健福祉相談員の配置を進める必要があります

（精神保健福祉法の現在の規定は、「置くことができる」規定）。［資料参照］ 

 

２．医療保護入院の入院手続等の見直しについて 

精神障害のある人々に対する非自発的入院制度は、適切な医療提供が目的であるにして

も人身の自由を拘束するものであり、その適用は必要最小限に止めることが本来のあるべ

き姿ですが、わが国では入院治療へのアクセスが優先される傾向が続いています。 

今回の法改正では十分な整理が間に合わず、入院時の家族等の同意を要件とする医療保

護入院制度は大きな見直しが行われないこととなりますが、引き続き非自発的入院制度で

ある措置入院と医療保護入院の抜本的な見直しと入院中の権利擁護のあり方について検討

していくべきです。 

以上 



［資料］ 

 

１．保健所数、保健所の精神保健福祉相談員数及び精神保健福祉士数の推移 

 

 

２．精神保健福祉相談員に係る規定 

○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（抄） 

（精神保健福祉相談員） 

第四十八条 都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター及び保健所その他これらに

準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害

者及びその家族等その他の関係者を訪問して必要な指導を行うための職員（次項にお

いて「精神保健福祉相談員」という。）を置くことができる。 

２ 精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうち

から、都道府県知事又は市町村長が任命する。 

 

○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（抄） 

第十二条 法第四十八条第二項に規定する政令で定める資格を有する者は、次の各号の

いずれかに該当する者とする。 

一 学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学において社会福祉に関

する科目又は心理学の課程を修めて卒業した者であつて、精神保健及び精神障害者

の福祉に関する知識及び経験を有するもの 

二 医師 

三 厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した保健師であつて、精神保健及び

精神障害者の福祉に関する経験を有するもの 

四 前三号に準ずる者であつて、精神保健福祉相談員として必要な知識及び経験を有

するもの 

厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告及び健康局がん対策・健康増進課地域保健室調から作成  
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